
第28回定時株主総会その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

「業務の適正を確保するための体制」
「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

連結株主資本等変動計算書

連 結 注 記 表

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

（2025年５月１日から2026年４月30日まで）

Hamee株式会社

本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主様には電子
提供措置事項から法令及び当社定款第14条の規定に基づき、上記事項を除いたも
のを記載した書面を一律でお送りいたします。
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（5）業務の適正を確保するための体制
当社グループは業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムに関する

基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っており
ます。その概要は以下のとおりであります。
① 当社グループにおける取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制
当社グループは、法令を遵守することはもとより、高い倫理観を持って事業を運営して

いくため、以下の取り組みを行う。
イ．就業規則等において、事業を適正かつ効率的に運営するため、誠実に法令、規程及び

通達を遵守し、全力を挙げてその職務の遂行に専念すべき義務を定める。
ロ．企業倫理については、コンプライアンスマニュアルを策定し、全ての役員及び社員に

対して、企業倫理に関する具体的行動指針とする。
ハ．企業倫理の責任を明確化し、企業倫理の確立、コンプライアンス意識の醸成、綱紀の

保持のため、当社グループ全体のコンプライアンスを統括するコンプライアンス担当
役員が、執行役員会議において報告を行う。重要な事項がある場合は、取締役会にお
いて報告を行う。

ニ．より風通しの良い企業風土の醸成に努め、法務部門を窓口として社内に内部通報窓
口、社外にコンプライアンス相談・通報窓口を設置し、法令違反又はそのおそれのあ
る事実の早期発見に努める。

ホ．取引基本契約書に反社会的勢力の排除条項を規定し、反社会的勢力とは一切の取引を
行わない旨を定める。また、反社会的勢力の主管部署を法務部門と定め、「反社会的
勢力対応マニュアル」を制定の上、必要に応じて警察等の外部専門機関と緊密に連携
する。

② 当社グループにおけるリスクマネジメントに関する規程その他の体制
当社は、当社グループのリスクについて適切にマネジメントするため、以下の取り組み

を行う。
イ．リスクマネジメントの基本的事項を定め適正かつ効率的な業務運営を行うため、リス

ク管理規程を策定する。
ロ．リスクマネジメントに関して、当社グループ全体のリスク管理を統括するリスク管理

担当役員が、執行役員会議において報告を行う。重要な事項がある場合は、取締役会
において報告を行う。
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ハ．リスクマネジメントを行うため、法務部門が発生事案についてリスク分類を行い、執
行役員会議において当該リスクの管理方法について協議を行う。

③ 当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制
当社グループは、取締役の適切な責任分担と監督体制により効率的な事業運営を行うた

め、以下の取り組みを行う。
イ．組織の構成と各組織の所掌業務を定める組織管理規程及び権限の分掌を定める職務権

限規程を策定する。
ロ．当社取締役会の効率的な運営に資することを目的に、取締役、執行役員等によって構

成される執行役員会議を設置し、当社グループの業務執行状況や経営に関する重要事
項を報告又は協議して、関係者間の情報共有と意見調整を図り、経営の意思決定の効
率性と妥当性を確保する。

ハ．取締役会規則を定め、原則月１回開催される取締役会において、経営に関する重要事
項について、関係法規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決
定を行う。

④ 取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に関する情報の管理を行い、適正かつ効率的な事業運営に

資するため、以下の取り組みを行う。
イ．取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及

び「文書保管管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。
ロ．個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループ会社間の取引については法令に従い適切に行うことはもとより、

当社グループが適正な事業運営を行い、グループとしての成長・発展に資するため、以下
の取り組みを行う。
イ．「危機管理マニュアル」を制定し、当該マニュアルに基づいて危機発生時の本社への

連絡体制を整備する。
ロ．不祥事等の防止のための社員教育を実施する。
ハ．「情報セキュリティ方針」を制定し、情報セキュリティに関する体制を整備する。
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ニ．「個人情報の保護に関する法律」その他の個人情報保護に関連する法令に基づき、個
人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備する。

ホ．本社へ定期的に財務状況等の報告を行う。
ヘ．本社の内部監査部門等による監査を実施し、その結果等について内部監査部門等が代

表取締役社長、取締役会、監査等委員及び監査等委員会へ報告する。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役（監査等
委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、監査等委員会

の職務を補助すべき使用人について以下の取り組みを行う。
イ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会

と協議の上、必要に応じて監査等委員会の職務補助のための能力と知識を備えた使用
人を配置する。

ロ．監査等委員会から指示、命令を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては、
取締役からの指示、命令を受けないこととし、人事に関しては、監査等委員会の同意
を得た上で決定するものとする。

⑦ 当社グループの取締役及び社員が監査等委員会に報告をするための体制及びその他監査
等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、当社グループ

の取締役及び社員が職務執行に関する重要な事項について監査等委員会に報告するな
ど、以下の取り組みを行う。

イ．当社グループの取締役等から職務執行等の状況について以下の項目について報告す
る。

（ⅰ）執行役員会議で報告された事項
（ⅱ）会社に著しい損害を及ぼした事項及び及ぼすおそれのある事項
（ⅲ）月次決算報告
（ⅳ）内部監査の状況
（ⅴ）法令・定款等に違反するおそれのある事項
（ⅵ）内外通報窓口への通報状況
（ⅶ）上記以外のコンプライアンス上重要な事項
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ロ．当社は、当社監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び社員に対し当該
報告を行ったことを理由として、不利な扱いを行わないものとする。

ハ．監査等委員会の求めに応じ、代表取締役、会計監査人、内部監査部門等は、それぞれ
定期的及び随時に監査等委員会と意見交換を実施する。

ニ．監査等委員会が選定した監査等委員は取締役会のほか、重要な会議に出席することが
できる。

ホ．監査等委員会は、独自に外部の専門家と契約し監査業務に関する助言を受けることが
できる。

ヘ．監査等委員会が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めた時は、これに応じ
る。

（6）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当初から、内部統

制システムの整備及び運用状況について継続的に確認し調査を実施しており、取締役会にそ
の内容を報告しております。また、確認調査の結果判明した問題点につきましては、是正措
置を行い、より適切な内部統制システムの運用に努めております。なお、当連結会計年度に
実施した当社グループにおける内部統制システムの主な運用状況は以下のとおりでありま
す。
① 当社グループにおける取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
イ．就業規則等において、誠実に法令、規程及び通達を遵守し、全力を挙げてその職務の

遂行に専念すべき義務を定めております。
ロ．コンプライアンスマニュアルを策定し、全社員に対して定期的に内容の周知を行うこ

とで、コンプライアンス意識の醸成を図っております。
ハ．コンプライアンス担当役員は、執行役員会議又は重要な事項がある場合は、取締役会

において報告を行っております。
ニ．社内に内部通報窓口、社外にコンプライアンス相談・通報窓口を設置し、適切に運用

しております。
ホ．取引開始時のチェック体制によって、反社会的勢力との取引を水際で防止するよう努

めております。また、反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携
し、全社を挙げて毅然とした態度で対応いたします。
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② 当社グループにおけるリスクマネジメントに関する規程その他の体制
イ．リスク管理規程を策定し運用しております。
ロ．リスク管理担当役員は、執行役員会議又は重要な事項がある場合は、取締役会におい

てリスクマネジメントに関する報告を行っております。
ハ．リスクの分類とリスク種類別の管理を行っております。

③ 当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制

イ．組織管理規程及び職務権限規程を策定し、適切に運営しております。
ロ．取締役、執行役員等によって構成される執行役員会議を設置し、当社グループの業務

執行状況や経営に関する重要事項を報告又は協議して、関係者間の情報共有と意見調
整を図り、経営の意思決定の効率性と妥当性を確保しております。

ハ．取締役会規則を定め、原則月1回開催される取締役会において、経営に関する重要事
項について、関係法規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決
定を行っております。

④ 取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及

び「文書保管管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理しております。
ロ．個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理しておりま

す。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ．グループ内連絡ツールにより、常時連絡がとれる体制としております。
ロ．管理部門よりグループ会社の代表者に対し、社員教育の徹底を指導しております。
ハ．「情報セキュリティ方針」を制定し、情報セキュリティに関する体制を整備しており

ます。
ニ．「個人情報の保護に関する法律」その他の関係法令及び「個人情報保護規程」に基づ

き、個人情報について適切な保護措置を講じております。
ホ．月次の執行役員会議にて、財務状況等の報告を行っております。
ヘ．本社の内部監査部門等による監査を実施し、その結果等について内部監査部門等が代

表取締役社長、取締役会、監査等委員及び監査等委員会へ報告しております。
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⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき社員に関する事項及びその社員の取締役からの独立性
に関する事項

イ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会
と協議の上、必要に応じて監査等委員会の職務補助のための使用人を配置することと
しております。

ロ．監査等委員会の職務を補助する使用人の職務については、取締役からの指示、命令を
受けないこととし、人事に関しては、監査等委員会の同意を得た上で決定いたしま
す。

⑦ 当社グループの取締役及び社員が監査等委員会に報告をするための体制及びその他監査
等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．定期的若しくは適宜取締役等から職務執行等の状況について以下の項目について報告
しております。

（ⅰ）執行役員会議で報告された事項
（ⅱ）会社に著しい損害を及ぼした事項及び及ぼすおそれのある事項
（ⅲ）月次決算報告
（ⅳ）内部監査の状況
（ⅴ）法令・定款等に違反するおそれのある事項
（ⅵ）内外通報窓口への通報状況
（ⅶ）上記以外のコンプライアンス上重要な事項
ロ．当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び社員に対し当該報告

を行ったことを理由として、不利な扱いを行わないよう注意徹底しております。
ハ．監査等委員会の求めに応じ、代表取締役、会計監査人、内部監査部門等は、それぞれ

定期的及び随時に監査等委員会と意見交換を実施しております。
ニ．監査等委員会が選定した監査等委員は取締役会のほか、執行役員会議等の重要な会議

に出席しております。
ホ．監査等委員会は、独自に外部の専門家と契約し監査業務に関する助言を受けることを

認めております。
ヘ．監査等委員会が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めた時は、社員と同様

に稟議申請の決裁をもって支払に応じております。
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連結株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年
５
４
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
2025年５月１日残高 607,419 555,203 9,519,286 △331,321 10,350,589
連結会計年度中の変動額
新株の発行 28,197 28,197 − − 56,394
剰余金の配当 − − △359,914 − △359,914
親会社株主に帰属する当期純利益 − − 541,256 − 541,256
自己株式の取得 − − − △35 △35
自己株式の処分 − 5,600 − 16,399 22,000
子会社株式の配当に伴う増減 − − △3,726,707 − △3,726,707
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額） − − − − −

連結会計年度中の変動額合計 28,197 33,797 △3,545,365 16,364 △3,467,005
2026年４月30日残高 635,617 589,001 5,973,921 △314,957 6,883,583

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計為替換算

調整勘定
そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

2025年５月１日残高 135,876 135,876 83,657 10,570,122
連結会計年度中の変動額
新株の発行 − − − 56,394
剰余金の配当 − − − △359,914
親会社株主に帰属する当期純利益 − − − 541,256
自己株式の取得 − − − △35
自己株式の処分 − − − 22,000
子会社株式の配当に伴う増減 − − − △3,726,707
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額） 236,640 236,640 △19,939 216,700

連結会計年度中の変動額合計 236,640 236,640 △19,939 △3,250,305
2026年４月30日残高 372,516 372,516 63,717 7,319,817



― 8 ―

連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 ４社
主要な連結子会社の名称
Hamee Global Inc.、Hamee US, Corp.、Hamee Shanghai Tech & Trading Co., Ltd.
2025年11月１日付の株式分配型スピンオフによりNE株式会社を当社の連結範囲から除外しておりま

す。なお、連結除外日までの損益計算書については連結しております。

（2）主要な非連結子会社の名称等
株式会社anea design
非連結子会社anea design社は小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていな
いためであります。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数 ２社
主要な会社等の名称
ROOT株式会社
Pixio USA Inc.

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
株式会社anea design
（持分法を適用しない理由）
当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除
いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適
用範囲から除外としております。

（3）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
当該会社の事業年度に係る計算書類又は直近の四半期決算を基にした仮決算により作成した計算書類

を使用しております。
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちHamee Global Inc.、Hamee US, Corp.、Hamee India Pvt. Ltd.の決算日は３月

31日であります。連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用しております。
Hamee Shanghai Tech & Trading Co., Ltd.の決算日は12月31日ですが、３月31日で仮決算を行

った計算書類を使用して、連結決算を行っております。
連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

投資有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等……移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産
原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用しております。
商品……総平均法を採用しております。
仕掛品……総平均法を採用しております。
原材料……総平均法を採用しております。
貯蔵品……総平均法及び最終仕入原価法を採用しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

当社及び国内連結子会社については、定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、在外連結子会社では定額法を採
用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ４年〜30年
車両運搬具 ５年
工具、器具及び備品 ２年〜15年
使用権資産 ２年〜５年

② 無形固定資産
定額法によっております。なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア ５年
商標権 ５年
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（3）重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。

（5）のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、投資効果の発現する期間を合理的に見積り、５年で均等償却しております。

（6）収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及

び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適
用しており、主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりで
あります。
① コマース事業

主にスマートフォンケースや携帯機器用充電器、イヤホン等を取り扱うモバイルライフ事業、ゲー
ミングモニター等を取り扱うゲーミングアクセサリー事業、化粧品を展開するコスメティクス事業
を行っております。このような商品販売について、顧客に商品を供給することを履行義務としてお
り、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出
荷時に収益を認識しております。

② プラットフォーム事業
主にネットショップ運営に係る業務を一元管理・自動化できるSaaS「ネクストエンジン」を提供し
ております。当該サービスは顧客との契約期間において、インターネットを介したアプリケーショ
ンを継続的に提供する履行義務を負っており、当該履行義務は時の経過に応じて充足されるため、
一定期間にわたり収益を認識しております。取引の対価は、契約条件に従い、サービスの提供後、
概ね２か月以内に受領しております。
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（表示方法の変更に関する注記）
（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「広告料収入」は、金額的重要性が
乏しくなったため、当連結会計年度より、「その他」に含めて表示しております。
なお、前連結会計年度の「広告料収入」は、49,065千円であります。
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、

金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、「その他」に含めて表示しております。
なお、前連結会計年度の「シンジケートローン手数料」は、33,083千円であります。

（会計上の見積りに関する注記）
（重要な会計上の見積り）
棚卸資産に含まれる滞留在庫の評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品 4,261,730千円
上記のうち、当社及びHamee Global Inc.に係る商品 3,447,997千円
（注）当連結会計年度において、当社及びHamee Global Inc.については商品に係る評価損を

477,964千円計上しております。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、営業循環過程から外れた商品について、最終仕入日等から一定期間以上経過したもの

を対象とし、個別品目ごとに回転率を計算し、回転率の区分に応じた一定の評価減割合に基づき規則的に
帳簿価額を切り下げた価額をもって貸借対照表価額としています。
コマースセグメントの主な商品であるスマートフォンケース・ゲーミングモニター・化粧品等につい

て、市場の流行や顧客の嗜好等の影響を受け販売状況に変化が生じ、当初の需要予測と異なった場合、棚
卸資産の評価の見積りに重要な影響を与える可能性があります。また、最終仕入日等からの経過期間及び
回転率の区分に応じた評価減割合の設定は、経営者の判断を伴うものであり、商品の金額的重要性から、
経営者の判断が会社の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

売掛金 2,129,599千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 1,338,002千円
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３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とシンジケートローン契約を締結しておりま
す。この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額 5,350,000千円
借入実行残高 4,100,000千円
差引額 1,250,000千円

（連結損益計算書に関する注記）
顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客

との契約から生じる収益の金額は、「連結注記表 （収益認識に関する注記） １．顧客との契約から生じる収
益を分解した情報」に記載しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 16,328,100株

２．剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額
① 金銭による配当支払額

（決 議） 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

2025 年 ７月 28 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 358,913 22.50 2025年

４月30日
2025年
７月29日

② 金銭以外による配当支払額

（決 議） 株式の種類 配当財産
の種類

配当財産の
帳簿価額(千円)

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

2025 年 ７月 28 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 子会社株式 1,000 ー 2025年

10月31日
2025年
11月１日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

2026 年 ７月 29 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 360,022 22.50 2026年

４月30日
2026年
７月30日

３．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

普通株式 101,300株



― 13 ―

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、資金運用については、預金等の安全性の高い金融資産で運用しており、銀行等金融機
関からの借入により資金を調達しております。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

（2）金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金はそのほとんど

が２ヶ月以内の支払期限であります。借入金は、主に運転資金、設備投資、株式取得に係る資金調達であ
り、流動性リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の債務不履行に係るリスク）の管理

営業債権については、社内規程に沿って、当社管理部門が取引先別に期日及び残高を管理するととも
に、入金状況を各事業部門に随時連絡しております。これにより、各取引先の財務状況等の悪化による
回収懸念の早期把握や低減を図っております。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）
当社管理部門が、適時に資金計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。

③ 市場リスクの管理（為替や金利等の変動リスク）
投資有価証券については、発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を

継続的に見直しております。また、外貨建の預金及び営業債権債務については、残高が僅少であり、市
場リスクを管理する重要性が低いと考えております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2026年４月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

投資有価証券
その他有価証券 10,000千円 10,000千円 −千円

長期貸付金 12,128 11,868 △260
資産計 22,128 21,868 △260

（注）１．「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払費用」「未払法人税等」について
は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。

２．市場価格のない株式等は、上表の「投資有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借
対照表計上額は以下のとおりであります。

区 分 連結貸借対照表計上額
非 上 場 株 式 818千円

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 −千円 −千円 10,000千円 10,000千円

資産計 − − 10,000 10,000
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期貸付金 −千円 11,868千円 −千円 11,868千円

資産計 − 11,868 − 11,868

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
投資有価証券
J-KISS型新株予約権等は、過去の取引価格を基礎として、金融商品の価値に影響を与える事象を考慮し
て、直近の時価を見積もっており、レベル3に分類しております。

長期貸付金
長期貸付金の時価については、将来キャッシュ・フローを国債利回り等適切な指標を基礎とした利率で
割り引いた現在価値によって算出しており、レベル２の時価に分類しております。

（注2）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産のうちレベル3の時価に関する情報
レベル３に該当する金融商品に重要性がないため、記載を省略しております。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

報告セグメント
その他 合 計

コマース事業 プラット
フォーム事業 計

売上高
顧客との契約から
生じる収益 20,095,056千円 1,978,471千円 22,073,528千円 −千円 22,073,528千円

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項）４．会計方針に関する事項（6）収益及び費用の

計上基準」に記載のとおりであります。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 453円48銭
２．１株当たり当期純利益 33円85銭
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（企業結合等に関する注記）
現物配当による子会社の異動
当社を取り巻く経営環境・社会の変化が激しい現在の状況を踏まえ、経営、資本のそれぞれの独立を図るこ

ととし、迅速な事業戦略の実行及び、さらなる事業分野での成長を促進し、それにより長期的な株主価値の最
大化を目的として、2025年６月13日付の取締役会において、当社子会社であるNE株式会社の現物配当（株式
分配型スピンオフ）を行うことを決議し、2025年11月１日付で本スピンオフの効力が発生いたしました。
これにより、NE株式会社は当社の連結範囲から除外されました。

(1) 現物配当実施日
2025年11月１日

(2) 実施した会計処理の概要
① 会計処理

「事業分離等に関する会計基準」、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」、
「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」及び「連結財務諸表における資本連
結手続に関する実務指針」に規定する個別計算書類上及び連結計算書類上の会計処理を適用しておりま
す。本現物配当により、移転損益は生じておりません。

② 分離した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
流動資産 4,444,530千円
固定資産 593,659千円
資産合計 5,038,190千円
流動負債 927,186千円
固定負債 38,308千円
負債合計 965,494千円

(3) 分離した事業が含まれていた報告セグメント
プラットフォームセグメント

(4) 当連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
売上高 1,987,978千円
営業利益 723,350千円
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株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年
５
４
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

2025年５月１日残高 607,419 527,419 27,783 555,203 2,500 2,702,713 2,705,213
事業年度中の変動額
新株の発行 28,197 28,197 − 28,197 − − −
剰余金の配当 − − − − − △359,914 △359,914
当期純利益 − − − − − 622,324 622,324
自己株式の取得 − − − − − − −
自己株式の処分 − − 5,600 5,600 − − −
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） − − − − − − −

事業年度中の変動額合計 28,197 28,197 5,600 33,797 − 262,410 262,410
2026年４月30日残高 635,617 555,617 33,384 589,001 2,500 2,965,123 2,967,623

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本
合 計

2025年５月１日残高 △331,321 3,536,515 83,657 3,620,172
事業年度中の変動額
新株の発行 − 56,394 − 56,394
剰余金の配当 − △359,914 − △359,914
当期純利益 − 622,324 − 622,324
自己株式の取得 △35 △35 − △35
自己株式の処分 16,399 22,000 − 22,000
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） − − △19,939 △19,939

事業年度中の変動額合計 16,364 340,769 △19,939 320,830
2026年４月30日残高 △314,957 3,877,284 63,717 3,941,002
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等……移動平均法による原価法を採用しております。

（2）棚卸資産
原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用しております。
商品……総平均法を採用しております。
貯蔵品……総平均法及び最終仕入原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ４年〜28年
工具、器具及び備品 ２年〜15年

（2）無形固定資産
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア ５年

３．引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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４．収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用しており、主要な
事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
主にスマートフォンケースや携帯機器用充電器、イヤホン等を取り扱うモバイルライフ事業、ゲーミン

グモニター等を取り扱うゲーミングアクセサリー事業、化粧品を展開するコスメティクス事業を行ってお
ります。このような商品販売について、顧客に商品を供給することを履行義務としており、出荷時から当
該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識してお
ります。

（表示方法の変更に関する注記）
（損益計算書関係）

前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、金額
的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、「その他」に含めて表示しております。
なお、前事業年度の「シンジケートローン手数料」は、33,083千円であります。

（会計上の見積りに関する注記）
（重要な会計上の見積り）
棚卸資産に含まれる滞留在庫の評価
（1）当事業年度の貸借対照表に計上した金額

商品 3,288,518千円
（注）当事業年度において、商品に係る評価損を334,446千円計上しております。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、営業循環過程から外れた商品について、最終仕入日等から一定期間以上経過したものを対象と

し、個別品目ごとに回転率を計算し、回転率の区分に応じた一定の評価減割合に基づき規則的に帳簿価額
を切り下げた価額をもって貸借対照表価額としています。
コマースセグメントの主な商品であるスマートフォンケース・ゲーミングモニター・化粧品等につい

て、市場の流行や顧客の嗜好等の影響を受け販売状況に変化が生じ、当初の需要予測と異なった場合、棚
卸資産の評価の見積りに重要な影響を与える可能性があります。また、最終仕入日等からの経過期間及び
回転率の区分に応じた評価減割合の設定は、経営者の判断を伴うものであり、商品の金額的重要性から、
経営者の判断が会社の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 166,268千円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 693,878千円
長期金銭債権 160,390千円
短期金銭債務 283,331千円
長期金銭債務 −千円

３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とシンジケートローン契約を締結しておりま
す。この契約に基づく事業年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額 5,350,000千円
借入実行残高 4,100,000千円
差引額 1,250,000千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

売上高 13,600千円
仕入高 8,158,506千円
販売費及び一般管理費 4,531千円
営業取引以外の取引 164,740千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 327,099株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産の発生の主な原因は、商品評価損、ソフトウエア償却超過額、関係会社株式評価損であり、評

価性引当額として102,405千円を繰延税金資産より控除しております。
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等 （単位：千円）

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

子 会 社 Hamee
Global Inc.

所有
直接 100.0％

商品の販売、仕
入・資金の貸
付・役員の兼任

商品仕入
資金の貸付
及び回収
利息の受取

(注1,2,3)

5,699,727 買掛金 280,333

300,000 関係会社
短期貸付金 −

3,629 未収収益 −

孫 会 社 Hamee US,
Corp.

所有
間接 100.0％

資金の貸付・役
員の兼任

資金の貸付
及び回収
利息の受取

(注2,3)
−

関係会社
短期貸付金 320,780

関係会社
長期貸付金 160,390

9,656 未収収益 6,175

関連会社 Pixio USA Inc. 所有直接 18.75％ 商品の仕入 商品仕入 (注1) 2,428,672
前 渡 金 817,435

未収入金 278,517

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）商品の購入については、一般取引条件を勘案して、交渉の上決定しております。
（注2）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
（注3）取引金額には為替差損益は含まれておらず、期末残高には為替差損益が含まれております。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 （収益認識に関する注記）」

に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 242円32銭
１株当たり当期純利益 38円92銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。


